
令和２年４月 20 日閣議決定 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」～国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ～（概要版） 

緊急支援フェーズ 

Ⅰ．感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発 

１．マスク・消毒液等の確保 

２．検査体制の強化と感染の早期発見 

３．医療提供体制の強化 

４．治療薬・ワクチンの開発加速 

５．帰国者等の受入れ体制の強化 

６．情報発信の充実 

７．感染国等への緊急支援に対する拠出等の国際協力 

８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 

Ⅱ．雇用の維持と事業の継続 

１．雇用の維持 

２．資金繰り対策 

３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 

４．生活に困っている人々への支援 

５. 税制措置 

Ｖ字回復フェーズ 

Ⅲ．次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復  

１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテインメント事

業等に対する支援 

２．地域経済の活性化 

Ⅳ．強靱な経済構造の構築 

１．サプライチェーン改革  

２．海外展開企業の事業の円滑化、農林水産物・食品の輸出力の

維持・強化及び国内供給力の強化支援 

３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの

加速 

４．公共投資の早期執行等 

Ⅴ．今後への備え 

「新型コロナウイルス感染症対策予備費（仮称）」を創設 


